
第６次草津市総合計画第１期基本計画

■施策評価シート 2-01-①

まちづくりの基本目標

基本方針

施策番号 男女共同参画社会の推進

　施策の概要

成果指標（単位）

令和6年度

目標値 55.1

実績値

　成果指標実績に対するコメント

　施策の達成度評価

　評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

「こころ」育むまち 分野 男女共同参画

男女共同参画社会の構築
基本方針に関連する

SDGｓの目標

2-01-① 施策名

男女共同参画の意識啓発やＤＶ対策の強化等を行い、男女共同参画社会づくりを推進します。

男女共同参画社会の構築について重要と思う市民の割合（％）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

52.5 53.8

49.9 57.4

事務事業 担当課

男女共同参画推進事業
男女共同参画セン
ター

新型コロナウイルス感染症の影響で、講
座がオンラインや中止となったが、貧困・
孤独・孤立による不安を抱えた女性支援
の一環として生理用品の提供事業などを
開始した結果、市民の男女共同参画に関
する意識が向上し、期待どおりの成果を
得ることができたため。

市民意識調査の結果、男女共同参画社会の構築について重要と思う市民の割合は、前年度に比べて7.5ポイント増加し、目標を
達成することができた。新型コロナウイルス感染症の影響を受け女性の支援政策が広まる中、世界ではオリンピックが開催され
る等男女共同参画社会に対する市民の意識の変化が現れたものと考える。

令和3年4月に策定した「第4次草津市男女共同参画推進計画」に基づき男女共同参画社会づくりを推進した結果、市民意識調
査の結果は目標を上回っており、一定の効果が見られた。ただ社会の関心度が下がらないよう継続した啓発を国の重点施策と
連動して行うことでより効果をあげていく必要がある。

男女共同参画社会の構築についての重要度は57.4％に対し、男女共同参画社会の構築についての満足度は22.5％と乖離して
いる。令和5年度には男女共同参画センターを活用し、啓発や女性の活躍推進を進める事業等を関係機関と連携しながら進め
目標達成に向け効果的な男女共同参画に関する意識啓発事業を実施していく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 51.2

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

2-01-①



第６次草津市総合計画第１期基本計画
■施策評価シート 2-01-②

まちづくりの基本目標

基本方針

施策番号 女性の活躍推進

　施策の概要

成果指標（単位）

令和6年度

目標値 47.6

実績値

　成果指標実績に対するコメント

　施策の達成度評価

　評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

「こころ」育むまち 分野 男女共同参画

男女共同参画社会の構築
基本方針に関連する

SDGｓの目標

2-01-② 施策名

女性の就労・起業支援、市政参画の促進やワーク・ライフ・バランスの啓発に努めます。

市全体の審議会等における女性委員の割合(％）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

第4次草津市男女共同参画推進計画に基づき、起業塾やフォーラム、意思決定の場への参画など女性の活躍推進に関する事
業を実施した。今後も引き続き女性の活躍推進に関する事業を実施するとともに、性別に関わらず能力が発揮できる環境を整え
るため、ワークライフバランスの推進や男性の家事・育児・介護に参画する気運を醸成する取組を行うことが必要である。

これまでの取組により、女性の起業支援や審議会等への女性の参画に関しては徐々にではあるが成果が見られるものの、男性
の家庭生活への参画については、令和５年度は令和４年度同様男性の家庭生活への参画に注力した取組を実施すべく検討を
進める。また、女性委員比率の向上については、関係機関と連携を図りながら取り組んでいく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課

女性活躍推進事業
男女共同参画セン
ター

新型コロナウイルス感染症の影響の中、
手法の変更等行いながら実施し、市民の
意識の向上に寄与することができた。ま
た、審議会等においては、女性委員4割達
成の委員会数が41⇒49と増加し、関係機
関の意識向上に寄与することができたた
め。

市全体の審議会等における女性委員の割合については、目標を達成することができなかったが、昨年度より1.6ポイント上回るこ
とができた。内訳としては行政委員会における女性比率は17.5％から20％と2.5ポイントの増、行政委員会を除く附属機関および
その他機関の審議会等においては39.2%から40.8%と1.6ポイントの増であった。委嘱に関しては、女性委員の推薦依頼を行うもの
の効果が現れにくく、構成団体における役員の男女比率そのものに偏りがあるものと考える。

（※基準値） 40.7 43.0 45.3

38.4 40.0

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

2-01-②


